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1.は じめに

纏
鋤 錯8月28日

日本 に原発が建設 されてか ら40年 間,稼

働 中の大半 の原発が建 設後30年 近 くなるな

ど,設 備の老朽化が進んでお り,更 なる事故

発 生 に対す る懸念 が払 拭 で きない現 状 であ

る.し か し,日 本政府は京都議定書の発効 と

ともに,二 酸化炭素の削減対策 としての原発

の重要性を一層強調 しつつあ り,2005年3月

に原発 寿 命 の60年 へ の延 長 許 可 方 針 と,

2030年 頃 までの大規模な原発 の新 ・増設計画

を打 ち出 した.な お,2004年12月 に使用済

み核燃 料 の再 処 理政 策 の推 進 を再 確 認 し,

六 ヶ所村の再処理工場 でウラン実験 をも行っ

ている.こ うした再処理政策の一環 として軽

水炉 でMOX燃 料 を燃 やす,い わゆる 「プル

サーマル」実施 を行 うための申請が1),四 国

電力(伊 方原発)と 九州電力(玄 海原発)か

ら提 出されている.
一方 ,2003年10月,日 本政府 は電源立地

地域 などに財政的な支援 を施す,い わゆる電

源三法制度の大幅な改正 をも行 った.1974年

に制定された電源三法制度は,1970年 代初め

までの地方公共団体に よる原発誘致 ブームが
一変 し,原 発の新 ・増設が難航 し始めたため,

原子力産業会議などの原発推進側の強力 な要

請 に応 じて制定 された ものであ る.言 い換 え

れば,過 疎化の進行が激 しい僻地に集中的に

建設 された原発が,地 域経済などに期待 した

ほどの波及効果がないことや,安 全性 に対す

る地元住民 の危惧 が高 まった結果で もある.

他方,電 源三法制度 は制定 されて以降,場 当

原稿採択日 20鮪磯縷難 難

た り的な運用を繰 り返 して きたため,類 似 し

た様 々な交付金 ・補助金 ・委託費の存在,交

付期 間の相違,使 途の制限など多 くの問題 を

抱えるようにな り,原 発立地市町村か ら複雑

でかつ使い にくいとい う不満 が多 く現 れた.

また,原 発の寿命延長 を推 し進めるに当たっ

て,地 元の不満 を和 らげるよう制度の大幅 な

改正 を行 わざるを得なかったのである2).

本稿の研究対象である愛媛県伊方町 は,四

国の西端から九州へ 向かって突 き出 した,日

本で最 も細長い佐田岬半島の根本 に位置す る

町であったが,2005年4月1日 に佐田岬半島

の三崎町 ・瀬戸町 と合併 し,佐 田岬半島全体

が(新)伊 方 町 とな った3>.伊 方 町 では,

1977年 運転開始の伊方原発1号 機を含めて,

現在3基 が稼働 してお り,日 本 の商業用原発

の 「実験室」 と言ってよいほど,出 力調整運

転試験(1987～88年),高 燃焼度発電(2004

年),プ ルサーマル実施 の申請(2005年)な

ど,リ スクの高い実験の全てが日本初で行 わ

れた地域 なのである.に もかかわらず,原 発

立地による地域社会 ・経済の変貌に関する学

術的な研究は皆無であった.

本 稿 の目的 は,原 発 の寿命 に等 しい約30

年間にわたって,伊 方町における原発誘致の

経済 ・社会 的影響 をマクロ側面 のみな らず,

マイクロ側面か らの総括 的な分析 をも行って

その全体像 を明 らかに し,ま た改正電源三法

制度の持続性の如何 を問うことである.ま ず,

原発立地によ り,地 域経済 ・社会 に与 えた影

響の うち,と りわけ地場産業の衰退お よび建

設 ・サー ビス業 などへの偏 向と,過 疎化の歯

止め としての効果 などを明 らかにする.二 番
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目に,原 子力中心の制度運用の性格を強化 し

た,改 正電源三法制度の現状と限界を取 り上

げる.三 番 目に,電 源三法交付金や原発関連

税収など,お よび伊方町財政との相関関係 を

分析 し,制 度的な問題点を浮 き彫 りにし,ま

たその改善策をも模索する.

溢 篠羨 鑑醜 機麟斉 魏綴 浅講

1.原 発 建設 と リスクの増加

伊 方町 は町の大部 分 が海 岸線 から30度 前

後 の急傾斜地 にあ り,平 野部 はご く僅かでか

つ水資源に も乏 しい地域であ る4).そ のため,

段 々畑 を利用 した柑橘 農業 と沿岸 漁業の1次

産業が基幹産業 とな らざるをえず,ま た就業

機会が乏 しいため に阪神地域 を中心 とす る出

稼 ぎ労働者 も多い,貧 困の町であった.そ の

ため,医 療 ・教育(高 校)・ 商業 な どの整備

が遅れ,地 域経 済や住 民生活の大部分 を隣の

保 内町に頼 っていた.1987年 に国道197号 線

が整備 され るまでは交通 も極 めて不便 な僻地

であった.2005年5月 現在においても鉄道は

な く,一 般 自動車 以外 の移 動手段 として は,

八 幡浜市 のJR駅 か ら時間当た り1～2本 の

バ ス しかない状態 である。

(1)住 民排除 と1・2号 機の建設

高度経済成長時代,伊 方町では人ロ とりわ

け若年層の流出 に拍 車がかか り,人 口減少傾

向が著 しく現れた.昭 和大合併で伊 方町が発

足 した当時(1955年)の12,711人 の町人 口

が,1965年 の9,924人 までへ と急速 に減少 し

た典型 的な過疎地域 であった.そ のため,過

疎化 の歯止めお よび地域振興策 として,1969

年3月 に伊 方町長 と,一 部 の地主 ・漁業関係

者 が四国電力(以 下,● 四電'と 略 称)に 原

発の誘致 を陳情 した.1960年 代 に建設 された

初期の原発 は,安 全 でかつ地域振興 にも貢献

す るとい う期待感 を抱いた 自治体の積極 的な

原発 誘致 表 明 によるものが大 部分 であるが,

伊 方 町 の1・2号 機 もその例 にほかな らな

い.同 年7月,伊 方町議会 の採択 した 「原発

誘致」決議 を受け,四 電 は地主 との土地売買

契 約 を始 めた5).し か し,さ らに一 ヶ月前 の

6月 か ら原発建設 地の買収 はすでに行 われて

いたのであ る6).
一方

,1962年 頃か ら本格 的に原子力担当部

署 を設けて原子力 開発 に取 り組んでいた四電

が,1967年 に原発立地の候補地域 として最初

に地質調査 を行 った地点 は愛媛県津 島町の大

浜海岸であ り,ま た徳島県県南地域 に も建設

計画があった ものの,両 地域 とも地元の強 い

反対で建設 計画が頓挫 したのである.伊 方原

発の場合 も,伊 方町議会 ・役場の誘致決定に

対す る住民 の反対 は強 く,周 辺地域の住民 も

参加 した 「原子力発電所 誘致反対共 闘委員会」

や 「伊方原 発 反対 八 西連絡 会議(1972年 設

立)」7)を 結 成 し抵抗 した.そ のため,1970

年10月 に四電 は原子力建 設 準備 所 を設置 し

たにもかか わ らず,1973年 に ようや く着工 に

こぎ着 ける とい う始 末 とな った(表 一1).

また,国 を相手 に1・2号 機の設置許可処分

の取 り消 しを求め る,日 本最 初の原発訴訟 い

わゆる 「伊方訴訟」 も起 こされた8).さ らに,

反対住民か らの逮捕者の発生や,四 電への土

地売買 を巡 る老夫婦 間の摩擦 による妻の 自殺

事件が起 きるな ど,町 内の賛 成 ・反対住民 の

対立 は地域社会の分裂 を引 き起 こした9).

(表一1)伊 方原発3基(PWR)の 内訳

出力(kW) 着 工 運転開始 建設費

第1号 機 56万6千 1973年6月 1977年9月 約780億 円

第2号 機 56万6千 1978年2月 1982年3月 約1,200億 円

第3号 機 89万 1986年11月 1994年12月 約3,190億 円

出所)伊 方 町 企 画財 政 課 『伊 方 物語 』1996年,9～10ペ ー ジ.

注)第3号 機 は,1990年 運転 開始 の予 定 で あ った.
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(2)3号 機の建設 と安全協定の改正

第2号 機 建 設中 の1980年5月,地 元 の誘

致表明 によるもので はな く,四 電 自 らによる

形 で第3号 機i増設が 申請 された!o).第3号 機

では環境影 響評価 や公 開 ヒアリング(2回)

を実施せ ざるを得ず,ま た新 たな安全協 定を

締結 しなければな らなかった.し か し,1979

年 のス リーマイル島原発事故 の影響で原発 の

安全性が厳 しく問われる時期 であったにもか

かわ らず,伊 方町議会 ・役場 の建設推進は強

引であって,そ の代 表的 な例 として第3号 機

の増設 に伴 う安全協定 の改正 を取 り上 げるこ

とがで きよう。伊 方町 に設置 する原子 炉 は,

「電気 出力56万kWの 原子炉2基 のみ を限度

とす る」 と定 め た1・2号 機 の 安 全 協 定

(1976年3月 締結)第9条 は,1985年6月 の

第3号 機 においては,そ の原子炉 の電気出力

にす ら言 及せず,総 数(3基)の みを定める

内容へ と後退 して しまったのである。

ただし,日 本初 の風評 による間接被害の補

償 に関する条項(第i5条)お よびその処 理

要項 を設 けた ことは注 目に値 する。 しか し,

第15条 第5項 の 「定期預 金 による積 立金制

度の導入」の場合,積 立時期 ・現在 の金額に

関する筆者 の問い合 わせ に対 して,四 電か ら

の返事 は,積 立 を行 って はいる ものの,そ の

詳細 は経営上非 開示 とい うことであ った.条

文の実効性 を確かめ ることはできない現状で

あるeな おJ処 理要項 第2条 では 「補償処理

は,当 事者交渉 による解決 を原則 とする」 と

定 まってお り,ま た交渉 で解決で きない場合,

愛媛県 または伊方町 に紛争処理 を委ね られて

いるので,関 係者 の恣意 的な判断に左右 され

うる可能性 をも否めない.一 方,第3号 機の

場合,ス リーマイル島原発事故で安全性の強

化 が求 め られ,建 設 費 が大 幅 に膨 れ上 が っ

た.

(3)実 験室の伊方原発 とプルサーマル

1987年 か ら1988年 にかけて総6回,日 本

初の原発 の出力調 整試験が行われた").い う

まで もな く,出 力調整試験 は設備 に急激 な負

荷がかか り,燃 料棒 の損傷や運転員 の ミスな

どに よって重大 事故につなが る可能性の高い

ものであ る.ま た,ウ ラ ン濃 縮度 を4.1%か

ら4.8%へ 高めた燃料 の利用(高 燃焼度発 電)

は,核 燃料サイクルコス トの低 減,廃 棄物発

生量 の縮減,運 転サイクルの長期化 などに よ

る経済性の向上 を目指す ことが主 な理 由であ

る.し か し,制 御 棒 の効 果 の低 減,燃 料 ペ

レッ トの融点 の低下,被 覆管 の脆弱化 などで

リス クは高 くなる.

また,2010年 頃の実施 を目標 としているプ

ルサ ーマル も,軽 水炉 に重 い負荷 をかけるの

で,濃 縮 ウラン燃料 よ りリスクが高 くなる一

方,地 元 には経済的 に何 らのイ ンセンテ ィブ

がないに等 しい.地 元 の不満 を和 らげ るため,

「プルサ ーマ ル利 用促 進 のための費用」 とい

うものが電源三法交付 金 に上乗せ され,電 気

事業者 の申請の翌年か ら5年 間 にわたって所

在市 町村 と県 にそれぞれ2,000万 円/年 の計

1億 円が交付 され るeさ らに,発 電が開始 さ

れる段 階では,MOX燃 料 の発 電電力量 をウ

ラン燃料の3倍 に算 定す るので,電 源三法 交

付金が若干増 える。 とはい え,こ の交付金 は

何 らか の法 的 な根 拠 に基 づい たものでは な

く,単 なる財政上の措 置 として,電 源三法 交

付金の膨大な不用額からなる迷惑料に等 しいIZ。

その他,1997年 に第1号 機の蒸気発生器の

取 り替え工事が行 われたが,第1号 機 は原発

の事 故発生 の可能性 を全 く想定せず,天 井 に

コ ンク リー ト壁 の ない煙 突 式 と した た め,

2・3号 機 より建設費が はるかに少 な く済ん

だ(表 ―1).2001年 の定期検査 の際,第2

号機の蒸気発生器お よび原子炉容器蓋の取 り

替 え工事 も行 われ た.こ うした蒸気発生器の

取 り替 えな どの工事 は,建 設 当時の想 定運転

期 間(20～25年)を 大 幅 に上回 る60年 への

運転期間の延長 に備 えた ものであ り,原 発 の

経済性 を一層高 める最 も便利 な方法 にほか な

らない.ま た,現 地調査 による と'3),後 述 す

るように定期検査期 間の短縮 が進む一方,原

発事 故対策 に欠かせ ないECCS(炉 心非常冷

却装 置)の デ ィーゼ ルエ ンジン(通 常2台)

の検査 さえ,5,6年 前か ら2台 両方 を対象

とする精密検査か ら主機の精密検査 と補助機

の簡易検査の ように,隔 年 の精密 ・簡易検査

へ と変 わっている.こ の検査方法を用い ると,
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2台 両方 を対象 とする精密検査 より3分 の1

程度 の費用 で済 むか らであ る.ち なみに,定

期検査 の1日 短縮 で,四 電 は約1億9,018万

円14)の 販 売額 を失 わずに済 む.他 方,2000

年 に使用済み核燃料 の貯蔵 プールの拡大を も

行 い,貯 蔵 容 量 が2,609体 に なってお り,

2005年3月 末 現在1,190体 が貯 蔵 されてい

る.ち なみに,使 用済み核燃料のサイ ト内で

の一時貯蔵 の長期化 に伴 い,電 源三法交付金

の上乗せ措 置 として貯蔵量 に応 じた加算 が行

われ る.

2.原 発の地域経済への波及効果

(1)地 場産業の変貌と宿泊業 ・建設業 ・商業

まず,基 幹産業 の農業 の場合,原 発建設お

よび電源三法交付金 に よる公共用施設事業の

割高 な労働者賃金 や農期 と建設工期 との重複

による労働 者 の確 保 の困難,高 齢化 の進 行,

後継者不足 な どのため,農 業 はおろそかにさ

れざるを得 なかった.と くに,1955年 頃か ら

始 まった夏 みかん生産 は,オ レンジの輸入 自

由化(1991年 実施)な どの影響 も重 な り衰退

す る一方である.表 一2の ように,農 業人 口

を見 て も,1965年 の2,537名 か ら2000年 の

787名 へ急 激 な減少 を示 している.な お,水

産業 はかつ てイワシ漁が中心 であったが,沿

岸漁業の漁獲 高の減少 とともに,タ イ ・アジ

などの養殖 ・加工業への転換 を余儀 な くされ

ている.
一 方

,原 発 中 心 の地 域経 済 は,建 設 業 ・

サービス業 とりわけ宿 泊業 に偏 りかねない15).

とはいえ,客 室10室 前後 の旅館 が大 部分 で

あ る零細規模の宿 泊業 も,原 発建設お よび定

期検査期 間の変動 による激 しい流動人 口の増

減に対応 できず,不 安定 な経営 を強い られて

いる.現 地調査 による と,宿 泊業の場合,4

～5年 前か ら四電関連企業 の労働者 の町外宿

泊が増 えるにつれて,年 間の稼働率 は旅館 の

場合 約2～2.5割,ホ テルの場合 は3～4割

程 度に減 ってい る16).定 期検査期 間の場合 で

も,一 時的 な需要増に対応 で きない宿泊施設

の限界 もあるが,パ チンコや飲食店 な どの遊

興施 設を好 む若い労働者 を中心 に,隣 接の保

内町(車 で20分)・ 八幡浜市(車 で30分)へ

の宿泊客の流出が増 える一方である.四 電 の

内部資料 による と,2002年 の3号 機 と2号 機

(図一1)業 種別生産額の推移 (単位:百 万円)

3500

3000

2500

金2000

額

1500

1000

500

0

一 ・一 ・一 ・卸 ・小 売 業

―

一六 サ ー ビス 業

農 業
―一一一一― 水 産 業

八 聾 、 着

,、 、

〆κ 憾 ＼ _グ ＼!'擾
く 、_._.副'

、 ・
㍉

写 ξ
ぢ 層

ノyき/＼
,ワ 、

》 ㌔.-o

、 、,'、

、'、 、'
/')三影 ～、

亨

,'

/
冒

ら',,

!
',

"メ

,o♂

、

―ll― ― ―1 ―― 「 ―1― ―1 ― ― ― ―1―11■

197519771979198119831985198719891991199319951997

年度

出所)伊 方町町長公室 『伊方物語』2002年,17ペ ージより作成.

注1)サ ービス業 に僅かな医療は含まれているが,全 てを宿泊業と見なしている.

注2)柑 橘の場合,隔 年結果(天 候)に よって生産額の変動が生 じうる.
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の定期検査期 間(計115日 間)の さい,総 計

6,605泊 の内訳 は伊 方 町2,807泊,保 内町

1,125泊,八 幡 浜市2,027泊,瀬 戸 町46泊 で

あ り,約52%が 保 内町 と八 幡浜 市 での宿 泊

となっている.さ らに,定 期検査期問 も1980

年代 までの75～85日 間程 度か ら,2002年 の

50日 間(第3号 機)と65日 間(第2号 機i)

の ように大幅 に短縮 しつつあ り,ま た蒸気発

生器の取 り替 え工事 の ような大規模 工事が な

いか ぎり,伊 方町の宿泊業の将来 は先細 りと

なるのであ る.宿 泊業 は,2号 機の定期検査

と3号 機 の着工 が重 なった1986年 をピーク

に下がる一方であったが,1990年 代後半の蒸

気発生器 ・ター ビン ・原子炉容器蓋の取替 な

どのために若 干増 えつつあ る(図 一1)。 し

か し,一 連の大規模工事が終了 した段階では,

急激 な減少 を避け られ ないであろう.

また,過 疎地の伊方 町は自給 自足 を中心 に

してお り,本 源的 に商業 の発展 が期待で きな

いと言わざるをえない.図 一1の ように,3

号機の建設期 間において,商 業 は若干の成長

を見せたが,宿 泊業 と同 じ減少傾 向を見せて

い る。国道197号 線 など道路の整備 とモー タ

リゼーシ ョンの進行 に より,労 働者 と地元住

民の大 部分 は隣接 の保内町や八幡浜市へ依存

度 を更に高 めてお り,ひ いては車で1時 間程

度 の松 山市へ も出か けている現状 である17).

そのため,原 発関連の一時的な特需 を除いた

ら,地 元 の商業 は零細商業か ら脱 し得ず,縮

減への悪循 環 を繰 り返 さざるを得 ない.例 え

ば,伊 方 町役 場 の近 くのい くつかの商 店 も,

菓子 ・酒 ・タバ コ程度 の品物 しか並べていな

い.一 方,地 元 の商 工業 を振 興 させ るため,

1984年 に商工業協同組合 が発足 し,四 電お よ

び関連会社 に地元 か らの購入,地 元住民の優

先的 な雇用,労 働者 の地元での宿泊 を求めて

はい るものの,四 電関連企業側 に強制義務 が

ないために効果 は微 々た る現状 である。2004

年8月,四 電社 員寮の前 に コンビニが ようや

く進出 したほ ど,居 住人 ロが大幅 に増 えない

限 り,持 続 的な地元商業の発展 は不 可能 に近

いと言わざるを得ない.

最後に,建 設業 は原発建 設前後の就業人口

と生産額両 方で最 も大幅 な変動 を見せ る分野

であ る(図 一2).3号 機 の建設 が終 わって

から,企 業 の移転 ・合併 などで企業 数 と就業

(図一2)産 業別生産額 の増減
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出所)伊 方町町長公室 『伊方物語』2002年,17ペ ージより作成.

注)3次 産業の大幅な変化は,宿 泊業 と商業より電力販売(熱 供給業)の 増減によるところ

が多 い.
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(表一2)伊 方町の産業別就業人ロの変化 (単位:名)

年度 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

1

次

産

業

農 業 2,537 2,182 1,730 1,527 1,431 1,153 1,019 787

水産業 275 203 228 258 262 286 250 204

その他 2 ― 1 『 一 ― 『 『

小 計 2,814 2,385 1,959 1,785 1,693 1,439 1,269 99工

2

次

産

業

建設業 335 342 1,013 806 585 548 509 552

製造業 209 351 328 385 414 443 356 278

その他 67 79 4 34 44 16 9 17

小 計 611 722 1,345 1,225 1,043 1,007 874 847

卸 ・ 小 売 業 274 288 318 349 317 361 367 339

金 融 ・保 険 業 25 16 20 19 20 33 27 27

運 輸 ・通 信 業 136 124 151 106 95 106 89 78

熱 供 給 業 7 11 27 172 203 240 265 214

サ ー ビ ス 業 347 340 358 506 589 678 614 652

公 務 70 103 124 105 128 126 128 126

そ の 他 2 4 8 4 4 2 5 4

小 計 861 886 1,006 1,261 1,356 1,546 1,495 1,440

合 計 4,286 4,043 4,310 4,271 4,092 3,992 3,638 3,278

総 人 口 9,924 8,736 8,965 8,502 8,167 7,796 7,149 6,569

出所)伊 方 町 『伊 方 町統 計 資 料 』2003年,ユ5～16ペ ー ジ よ り作 成.

人 ロは減少 しつつ あるが,原 発 のメンテナ ン

スお よび電源三法交付 金 による公共用施設の

建設,蒸 気発生器 などの取替工事,ま た最近

の防 波堤 ・下水 道整 備 などが続 いてい るの

で,一 定水準 を保 ってはい る.と はいえ,地

元の建設業 の大半 は下請けが主な業務 であ っ

て,所 得の大半 は町外 に流出 して しまい,地

元住 民の賃 金所得 が若干増 えるに過 ぎない.

2000年 に就業人ロが若干増加 したのは,1号

機の原子炉容器蓋の取 り替 えお よび2号 機の

ター ビン取 り替 えな どの工 事 のためである

が,急 激 な変化 は企業城 下町の関連企業お よ

び労働者 の不安定 さを物語 っているといえよ

う(表 一2).第3号 機 の場合,建 設業 の生

産額 は1995年 の6,797百 万 円 か ら1998年 の

2,758百 万 円へ と,激 しい減少 を見せた.今

後,建 設業 は原発増 設のない限 り18),電 源三

法交付金事業 よ りも主 に固定資産税収 に基 づ

く一般財源の公共事業に頼 りなが ら,徐 々に

衰退の道 を辿 って行 くであろ う.

(2)過 疎化対策と製造業など

原発の立地が地域開発 と産業振興をもたら

し,雇 用創 出効果 で過疎化の進行 を止めるは

ずであったに もかかわ らず,1965年 に9,924

人であ った町人 ロは,原 発建 設期間 中の一時

的な増加 を除いて は減少傾向 を辿 り,2003年

3月 末現在6,746人 となってい る.と りわけ,

今後 の伊方 町を担 うべ き20歳 以下の世代が,

1970年 の3,233名,1985年 の1,335名,2000

年の1,267名 へ と激減 している.20歳 ～64歳

と,65歳 以 上の人 口構 成 を見 れば,1970年

の4,436名(50.8%)と1,067名(12.2%),

1985年 の4,571名(56.0%)と1,335名

(16.4%),2000年 の3,405名(51.8%)と

1,897名(28.9%)の ように,若 い層 の流 出

と極 めて高 い速度での高齢化 を窺 うことがで

きるエ9).若者の大量流 出の理 由は,地 場産業

の衰 退 と原 発 の雇 用 創 出効 果 の乏 しさのた

め,就 業機 会が得 られなかったからにほか な

らない.原 発稼働 に伴 うサイ ト内での就業の

他,宿 泊 ・食堂 の ようなサー ビス業,商 業 な

どでの雇用創 出効 果があるとはいえ,と りわ

一58一



伊 方町 におけ る原発 立地 と地域経 済 ・地方 財政

け建設後は大幅に減少する原発の本源的な限

界に起因するのである.

原発建設 や定期検査期間の場合,原 発の従

業 員 は2,500名 程 度へ と一 時 的 に増 えるが,

平 常時 との人数の格差 も激 しく,ま たその大

半 を県外者が占めている.例 えば,第3号 機

建 設の ピーク時の4,424名(1993年)と,最

小 の700名 前 後(1986年)の ように,大 幅な

変動が生 じるのである.四 電の内部資料 によ

ると,最 近 の原発の従業員構成 は,1999年 の

2,539名,2000年 の2,579名,20◎1年 の2,727

名,2002年2,598名 となってい る.そ の うち,

四電社 員(う ち,伊 方 町 出 身者数)も1999

年の432名(63名),2000年 の419名(60名),

2001年 の411名(55名),2002年 の379名

(41名)の ように,伊 方町 出身 を含 む専 門職

が減 りつつあ る.専 門職 の減少傾 向はリスク

の増加 をもた らしかねない問題 をは らむこ と

も忘れてはな らない。
一方 ,原 発立地の地域経済へ の波及効果 は

小規模建設業 ・サー ビス業のみ ならず,地 元

企業への機材発注 な どを通 じて,製 造業の限

定 的な発 展 をもた らしうる.と ころが,伊 方

町は工業用地 ・用水の不足 な どの不利な条件

があ り,ま た道路が整備 されて も需要地へ の

アクセスに も時間 ・費用がかか るので,工 業

立地 に劣悪 な地域 である。そのため,零 細企

業が多 く,ま た 中規模 企業 の大 部分 は四電 の

子会社 なので,ポ ス ト原発 時代 に対応で きる

製造業の持続 的な発展 とは程遠い構造 となっ

ている.四 電 の内部資料 によると,取 引業者

の482社 の大 半 は愛媛 県外 の企 業(379社)

であって,伊 方 町 内の企業 は17社 に過 ぎな

い.最 近の定期検査期 問の場 合,主 要元請会

社 は四電エ ンジニアリング ・四電計測工業 ・

伊方サービスな どの四電子会社 を含 める8社

と,協 力会社 の約150社 か らなっている.

四電 と地元経 済 との取引額 を見れば,2001

年～2004年 まで に行 われた10回 の定期検査

費 用 は40億(6回),50億(3回),60億

(1回)で あ って,町 外 か ら購 入 する装 置 ・

部品 などの費用 を除けば,地 域経済へ の貢献

はそれほ ど大 きい とは言 えない状態 であ る.

なお,最 近 の四電 と八西 地域 との取引額 は,

年 間15～20億 円程 度 に過 ぎない20).ち なみ

に,地 域施設の運行管 理や農林水産業関連の

電気機械設備 などの保 守点検,農 水産物 の加

工販売 な どを主 な事業 内容 とす る 「伊 方サー

ビス」の場合,2005年4月 現在の出資比率は,

四電50%・ 四電エ ンジニア リング30%・ 四

電計 測工 業10%か らなっている反面,地 元

の3つ の漁業 ・農業 ・工業 協 同組 合 は10%

に過 ぎず,四 電の地元への貢献度の実態 を窺

うことがで きる.「 伊 方 サー ビス」 は伊 方 原

発サイ トの掃除 ・食事関連の業務 を独 占的 に

行っている.

以上 の ように,伊 方町の産業構 造 は基 幹産

業の衰 退 とともに,小 規模建 設業 お よびサー

ビス業,宿 泊業な どヘ シフ トされたが,後 者

も停滞 または衰退 の一途 を辿 っている。原発

建設の膨 大 な投 資は確 かに町民所得 の向上 を

もた らし,と りわけ建 設業 に最 も多 くの影響

を与 えた.と はい え,原 発建設前後 の激 しい

格差 は原発の波及効果 の一過性お よび産業構

造の不安 定 さを物語っている。

他方,伊 方町の ような僻地の場合,原 発立

地が期待 したほ どの入 ロ減少の歯止 め として

機能 しなか った ものの,近 隣市 町村 に比べ て

入ロ 減少 の傾 向 を若 干鈍 化 させた とはい え

る。例 えば,隣 接 の旧瀬戸町 と旧三崎 町の場

合,1965年 の6,626名 と9,269名 か ら,2000

年の2,813名 と4,154名 へ と大幅に減少 した2').

皿.電 源立地のための制度的な支援措置

1.2003年 の電源三法制度の改正

1974年 に制定 された電源三法制度は,電 気

料 金 に上乗 せ された電 源 開発 促 進税 を財 源

に,原 発周辺地域 に公 共用施設の整備 な どを

使途 とす る電源三法交付 金を交付す る.し か

し,電 源三法制度の制定以降,原 発計画 の難

航に伴 う膨大 な不用額 を用 い22),様 々な交付

金 ・補助金 などの新 設,交 付金単価 の引 き上

げお よび上乗せ,交 付期 間の延長 ・使途 の拡

大な どの場 当た り的 な措置が繰 り返 されたた

め23),極 めて複雑な制度 となった.

そのため,2003年9月 に電源三法制度の改

正(10月 施行)が 次 の ように行われた24).1)
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従来の電源立地促進対策交付金(狭 義の電源

三法交付金)と,財 政上の措置の電源立地等

初期対策交付金 ・電源立地特別交付金(原 子

力発電施設等周辺地域交付金+電 力移出県等

交付金),原 子力発電施設等立地地域長期発

展対策交付金(以 下,`長 期発展対策交付金'

と略称)・ 水力発電施設周辺地域交付金 ・電

源地域産業育成支援補助金(地 方自治体分)

が,新 設の統合補助金の 「電源立地地域対策

交付金」へ統合 された.2)運 転開始後30

年を経過した原発立地地域を有する都道府県

のための 「原子力発電施設等立地地域特別交

付金」が導入された.3)1980年5月 に新設

された電源多様化勘定が 「電源利用勘定」へ

と改称 された.4)2005年4月 現在,電 源開

発促進税が1,000kWh当 た り400円 に引き下

げられ25),電源立地勘定190円 と電源利用勘

定210円 へと,電 源利用勘定相当部分が僅か

に減った.ま た,電 源立地勘定 には多 くの不

用額などが繰 り入れられるので,歳 入ベース

では電源立地勘定が電源利用勘定より多 くな

る26).5)原 発建設計画の遅れのために先送

りされた将来的な財政需要に備え,不 用額 を

積み立てる 「周辺地域整備資金」を新設した,

この周辺地域整備資金は,財 政融資資金に預

託 ・運営される.

2003年 度の場合,新 設交付 金 による交付期

間の延長お よび周辺地域整備資金への繰 り入

れのため,電 源立地勘定 の不用額が若干減少

している.ち なみ に,2003年 度 の歳出の内訳

は,電 源立地対 策費(1,552億 円)・ 原子力安

全基 盤機 構 運営 費(77億 円)・ 事務取扱 費

(21億),周 辺 地域 整 備 資金 へ繰入(260億

円)27)・ 翌年 度の歳入 に繰 り入れ る額(1,509

億 円)28)・周辺地 域整備 資金 に繰 り入れる額

(91億 円)か らなっている.

さらに,改 正内容の詳細を見れば,1)電

源立地地域対策交付金の交付期間が立地可能

調査から運転終了までに延長され,稼 働の全

期間に交付されるようになった.2)運 転段

階への支援強化ため,交 付金の計算方法が計

算上の出力でなく,実 際の発電量を用いるよ

うに変更された.電 力移出県等交付金の場合,

発電所の想定発電電力量から消費電力量を差

し引いた移 出電力量に応 じて算定 していた.

従って,ベ ース電源の原発のように,大 規模

でかつ稼働率の高い電源立地地域(主 に,県)

への交付金が増 える仕組みとなった.ま た,

長期発展対策交付金も従来の設備規模から実

際の発電電力量に変わ り,若 干増えるように

なった.3)地 域振興(地 域おこしや人材育

成)・ 森林整備などの環境保全 ・住民福祉な

どにも交付金が使える幅広い使途の 「地域活

性化事業」が新設された.4)維 持運営費の

使途も拡大され,交 付金の対象事業メニュー

の範囲内であれば,地 方公共団体の自主財源

などで整備 した施設の維持運営(経 常的支出)

にも使 えるよう 「補助金の地方交付税化」が

行われた.

2.原 発中心の制度強化と原発特措法

今 回の制 度改正 は,全 国原子力発電所所在

市町村協 議会の相次 ぐ制度改善の要求に応 じ

る形 で行われたが29),1)原 発 中心 の制度運

営が一層強化 された と言 わざるを得 ない.と

りわけ,原 発 の寿命延長(最 終 目標 は60年)

に備 えて 「運転段 階」へ の支援 が強化 された.

制度改正 による財源 効果(電 源三法交付 金)

の変化 を見 れば,135万kWの 原発 立地の場

合,設 置段 階(環 境影響 評価 開始の翌年度か

ら運転 開始 まで)の10年 間 において,改 正

前の約410億 円,改 正後の約391億 円である.
一方 ,運 転段 階(運 転 開始 の翌年 度 か ら10

年間)の 場合,電 源三法交付金 と固定資産税

か らなる財源 効 果 は,改 正前 の約500億 円,

改正 後 の約502億 円(う ち,固 定 資産 税収

347.7億 円)の ように,改 正前 より僅 かに増

える.し か しなが ら,総 額 では改 正前 の約

910億 円 と改正後 の約893億 円の ように,か

えって後者 の方が減額 となる30).

また,2)根 本的な解決でな く,相 変わら

ず交付金の新設,交 付単価の嵩上げ,対 象事

業の追加を行っている.新 設の電源立地地域

対策交付金と原子力発電施設等立地地域特別

交付金も,原 発の寿命延長で生じうる地元の

反感を和 らげるための措置に過 ぎない.3)

電源立地地域対策交付金の交付期間が運転終

了までに延長されたとはいえ,単 価の嵩上げ
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な どの特別措置が ない限 り,前 述の ように交

付金 の総額 は減る仕組 みである.な ぜ な らば,

新 たな電源立地 地域対策 交付金額 の算定 は,

改正前の項 目別金額 の足 し算方式に基づいて

いるか らであ る.ま た,統 合 された交付金 ・

補助金の うち,交 付期間 が延長 されたのは電

源立地促進対策交付金 だけであ り,改 正前 の

運転 開始 後5年 間 か ら運 転 終 了 まで となっ

た.し か し,こ の交付金 の相 当金額 も計算式

に基づ く全額が交付 され ると,運 転終了 まで

の交付期 間 を問わず に交付が直ちに切れる仕

組 みとなってい る。 この交付 金の交付期 聞の

延長 は,他 の交付金 との整合性 を取 るだけの

もの に過 ぎない。4)使 途の重なる交付金が

依然 として多 い.5)相 変わ らず,財 政上 の

措置 として様 々な交付 金 ・補助金な どが運用

されている.6)原 発解体 撤去時までへの交

付期間の延長 などは採用 され なかった。
一方 ,2000年12月 に制 定 された 「原子力

発電施設等 立地地域の振興 に関する特別措置

法(以 下,原 発特措 法 と略称)」 は,1999年

のJCO臨 界 事 故 の影 響 で生 じうる原 発 の

新 ・増設へ の支障 を回避す るために導入 され

た、 この法 律 は,特 例措 置 として道 路 ・港

湾 ・漁港 ・消防用施設 ・義務教育施設の公共

事 業 に対す る補助 率 の5%(概 ね50%か ら

55%へ)嵩 上 げを盛 り込 んでい る。 なお,こ

の法律 は,原 子力発電立地地域の振興のため

の地方債 の元利償還 に要す る経費 を地方交付

税の基準財政需要額 に算入す ることや金融上

の援助 な ども盛 り込んでお り,電 源三法制度

を補 完 す る機 能 を持 ってい る.こ の法 律 は

2009年 までの時限法であ り,事 業主体は都道

府県 ・所在(隣 接)市 町村 である.と はいえ,

発電用施設周辺地域整備法の ように,都 道府

県が原発特措法 に基づいた総合計画の樹立権

限を持 っているので,県 の判 断で対象外事業

になりかね ないため,立 地 自治体 に公共施設

の整備 を促 進するイ ンセ ンティブは限 られる

といえ よう.ま た,国 税 目的税(電 源 開発促

進税)に よる事 業 を一般会 計予算で追加的に

支援す るとい う問題 がある31).伊 方地域(4

町)の 場合,総 事業費約545億 円の82事 業が

採択 されてお り,2004年8月 現在の実施事業

費の約81億 円 の うち,37億 円が国の補 助金

であった.

':ぎll摯

N.伊 方町財政 と原発関連収入

1.電 源三法交付金 とハ コモノの増大

原発立地の直接 的効果 として,様 々な電 源

三法交付金 および固定資産税 な どの収入増加

と,社 会 インフラ とりわ け公 共用施設 の整備

があげ られ よう.1966年 か ら1973年 までの

伊方 町の歳入 を見 れば,地 方交付税 と国 ・県

の支 出金の依存 財源 が平均56.4%を も占め,

平均 の財政力指 数 も僅か0ユ3に 過 ぎない地域

であった32>.し か し,原 発 立地後の伊 方 町財

政の歳入(普 通会計)規 模 は,1966年 の2億

7,183万 円か ら,1974年 の16億1,415万 円,

2003年 の71億8,454万 円へ と鰻登 りに急激 に

拡大 して きた.そ の主な要 因は,1974年 か ら

2003年 まで に交付 された,11種 類 の電 源 三

法交付金(合 計114億7,003万 円)33}と,原 発

稼 働 後 の 原 発 関 連 税 収 の急 増 なので あ る

(図 ―3)e

114億7,003万 円の内訳 を見 れば,公 共用

施設 の整備 を主な事 業内容 とす る,狭 義 の電

源 三 法 交 付 金 の電 源 立 地促 進対 策 交 付 金

(54.3%),1997年 に新設 された長期発展対 策

交付 金(25.6%),1980年 に新 設 され た企

業 ・住民向けの給付金 の原子力発電施設周辺

地域交付 金(IL1%),広 報安全 対策交付 金

(3,8%),電 力移 出県等 交付金(市 町村 分.

3.6%),電 源 地 域 産 業 育 成 支 援 補 助 金

(1.1%),そ の他5種 類 の交付金 ・補助 金 か

らなっている.伊 方町の場合,1995年 に電源

立地促進対 策交付 金が終 了 してか ら,毎 年平

均4,9億 円の長期 発展対策交付金 が交付 され

てお り,今 後最 も重要 な交付 金 となる ことが

間違 いない.こ の交付 金は原発立地地域 に限

る交 付 金 であって,産 業振 興 お よび医 療 福

祉 ・教 育文化 な どの施設の整備 と維持運営 を

も対象事業 としている.

伊 方町 も他 の原発地域 と同 じく,公 共用施

設 とりわけハ コモ ノの建設 が 目立つ.伊 方町

へ の電源立地 促進対 策交付 金のみ を見 れ ば,

1.2号 機 分(1974年 ～1982年)の22億4,457
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(図一一3)伊 方町の歳入 と電源三法交付 金 (単位:千 円)
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出所)伊 方町町長公室 『伊方物語』2002年,18～19ペ ージと愛媛県庁の内部資料より.

万 円 と3号 機分(1986年 ～1995年)の39億

8,173万 円 の計62億2,630万 円であって,前

者 は総事業費35億413万 円で96件 の事業 を,

後者 は総事業 費51億4,573万 円で12件 の事業

を行 っ た.ス ポ ー ツ(29.8%)・ 商 工 業

(23.7%)・ 教育文化(19.6%)・ 水 道(9.6%)

な どの順 となっているが34),そ の大 半が公民

館 ・体育館 ・グラウン ド ・プール ・集荷場 ・

観光物産 セ ンターな どのハ コモ ノの建設であ

る.例 えば,伊 方スポーッセ ンター(地 上4

階 建 て)の2階 の温 水 プー ルは25mの6

レー ンを も持 ってお り,人 口52万 人 の松 山

市 市 営 プールに匹敵 す る立 派 な ものである.

なお,建 設費約20億 円の町民 グラウン ドは,

役 場 か ら乗用 車 で20分 離 れた山の上 に位 置

しているので,車 両 を持 っていない人 ・年寄

りのアクセスが 困難 のため,年 間50日 程 度

の利 用 しか ない よ うで あ る.ま た,最 近,

2004年 の台風に よる水害が多 かったので,防

波堤 と下水道整備 にやっ と取 り組んでいると

ころである.さ らに,駐 車場 建設のための港

湾工事 も行 われているが,周 辺の海底にはヘ

ドロが溜 まってお り,魚 の生殖 に適切な環境

で はない現状であ る.

また,住 民への原発立地の直接的 な効果 で

ある原子力発電施設等周辺地域交付金(電 気

料金割引制 度)の 給付金(年1回)は,世 代

当た り(100kW基 準)7,320円 となっている.

しか し,現 地調 査 に よると,宿 泊業(民 宿)

の場 合,夏 場 の月20万 円の 電気 代 の5%

(1万 円)程 度 に過 ぎず,開 発利益 の還 元 と

して実感 で きない様 子 であ った.ち なみ に,

新伊方町 となった旧瀬戸町 ・三崎町は,合 併

前 の伊 方 町 の50%(3,660円)か ら75%

(5,124円)へ と若干ア ップ した.

2.固 定資産税の増減と維持管理基金など

立地地域 における原発誘致の最 も大 きなメ

リットは,電 源三法交付金 よ り固定資産税 ・

住民税 な どの町税 の増大 なのである.1974年

か ら2003年 までの四電か らの税 収(固 定資

産税+村 民 税+1989年 までの電 気税 な ど)

は588億1,640万 円で,同 期 間の電源三 法交

付金の5.1倍 に も達す る(図 一3).税 収の大

半が固定 資産税 の収入 であるが,そ の税収 は

急激 な減少 を見せ る.大 規模 施設 である発電
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用 施設 の場合,耐 用 年 数が15年 とい う短 い

減価償却期 間のため に償却率 も高 く,固 定 資

産評価額が5年 目で半分 近 くになる35).資 源

エネルギー庁 の資料 に よって も,135万kW

の原発 の場合,運 転 開始の翌 年度の63億 円

か ら5年 目の29.3億 円,10年 目の15.9億 円

のように急減 している36).厳 密 な計算ではな

いが,伊 方町で も1,2号 機の影響 がほぼな

くな り37),3号 機の固定資産税収が大半 を占

めたはずの2年 目(1966年)の47億 円か ら,

7年 目(2001年)に 半 分 を割 って23億 円へ

と激減 してお り,2004年 は18億 円程度 まで

に減 っている38).た とえ,電 源 三法交付金 の

交付期闘が施設解体へ まで延長 され,従 来 の

固定資産税 の耐用年数 に伴 う急激な変動 を補

うといって も。根 本的な解 決策 とは言 えない.

また,伊 方町の場合,固 定資産税 の課税標準

を上回る税額 は愛媛県庁 に取 られてお り,固

定資産税 の算定 も町 自体 の算定方式 に基づ く

ものではな く,大 臣配分 に頼 っている現状 で

ある。

この ように,原 発建 設後の固定資産税収 は

膨 大 な自主 財 源 の増 大 を もた らした ものの,

特別償却制 度に よって激減す る仕組 みとなっ

てお り,ま たその税 収 の75%の 地 方交付 税

が差 し引かれ るため,原 発誘 致の財政的なイ

ンセ ンティブ はそれ ほ ど大 きい とはい えな

いe伊 方 町 の場 合,2号 機iの1983年 か ら

1985年 まで と,3号 機お よび蒸気発生器な ど

の取替工事 が行 われた1995年 か ら2003年 現

在 まで との2つ の期 間 は,固 定資産税の税収

が多 かったため,地 方交付 税(普 通交付税)

の不 交付 団体 となっている.し か しなが ら,

財政収入 と電源三法交付金 による公共用施設

な どの急激 な拡大 は,維 持補 修 ・運営 などの

財政需要を もた らすので,ポ ス ト原発時代の

伊方町財政に深刻 な負担 を与 えかねない.

ところで,1981年 から伊方町も,維 持補修

の財源を確保するため,電 源立地促進対策交

付金の5%程 度の 「伊方町電源立地促進対策

交付金施設維持基金(以 下,電 源施設維持基

金 と略称)」 を積立 てていたが,大 部分の財

源は同交付金の繰入金 と運用益からなってお

り,同 交付金による直接的な積立額の何倍に

も達 した.こ れは1980年 に電 源立 地促 進 対

策交付 金 の交付 限度 の10%以 内で,公 共 用

施設の 「維持補修基金」 を積 み立てる ように

なったか らである.ま た,1999年 か ら同交付

金の交付 限度 の30%以 内(15年 間)で,維

持運 営費(人 件費 ・光熱費 など)に 使 える基

金造成 も可能 となった.一 方,1994年 か らハ

コモ ノの修繕お よび維持補修費 に基 金 を充て

てきたので,基 金 が1991年 の最高3億2,101

万円 か ら2004年 の9,964万 円へ減 ってい る.

しか し,電 源立地促進対策交付金の終了後 の

1996年 か ら繰入 金 も少 な くな り,2001年 の

661,018円 を最後 に,2002年 の5,891円,2003

年の2,985円,2004年 の2,080円 の ように大

幅に減 っている39)e伊 方 町関係者の話 によれ

ば,今 後 は一般財源で賄 うそ うであるが,維

持運営費 に も交付 金の一部 を使 える長期発 電

対 策 交 付 金 の新 設(1997年)と,さ らに

2003年 の制度改正 に よって電源 立地地域対策

交付 金 をも充 てるようになったので,基 金 を

別途 に設ける必要性 がな くなったか らであろ

う.と はい え,現 行 の地方交付税の縮減傾 向

に鑑 みれば,維 持補修関連費用 は今 後地方財

政の大 きな負担 となるに違 いない。
―一方

,寄 付金の場合,四 電か らは未開示 方

針,伊 方町 関係者か らは担 当ではなか った と

い う理 由で,1999年 以前の寄付金 に関す る正

確 なデータを確 認で きない現状 であ る.し か

し,歳 入の寄付金項 目の全額 を四電 の寄付金

と見 なす と,1970年 か ら2001年 までの寄付

金総額 は19億4,409万 円に達す る。その うち,

最近 の2000年 と2001年 の寄付 金8億 円は地

方道路の改 善に使われた ようである.

ゼ 毎楼δ課讃と露'

原発の立地は,地 域経済 ・地方財政の電源

三法制度 と電力会社への従属化をもたらしか

ねない.伊 方町も地場産業が衰退するにつれ

て,原 発関連収入への依存度が極めて高 くな

る一方,ハ コモノが過度に目立つ町である.

原発立地の地域産業の発展および雇用創出効

果は限られてお り,ま た地方財政への寄与度

も急減するという,原 発効果の不安定性 と一
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過性 を窺 うことがで きよう.

今後,電 源三法制度および財政の中心は,

立地地域の持続的な地域共生のため,従 来の

公共用施設 ・産業基盤整備から総合的な地域

振興へ転換すべきであり,下 記のようないく

つかの改善策が求められる.

まず,少 なくとも電源三法交付金 の交付期

間を原発解体の終 了 まで に延長 し,長 い原発

解体期 間に備 えるべ きで ある.例 えば,日 本

初 の商業発電所 である東海 原発 第1号 機 は,

1998年3月 の運転終了,使 用済み核燃料の搬

出終 了(2001年3月)を 経て,2001年12月

か ら廃止 措置 工事 が始 まって2018年 頃の完

了予定 となっている.現 行 の電源三法制度 が

原 発 中心 に運用 されているこ とに鑑 みれば,

ポス ト原発 の地域振 興 策 を中心 とす る,「 原

発特別支援法」の制定が求 め られ る.ち なみ

に,愛 媛県 の核 燃料税 収入か らの配分40),ま

たは使用済 み核燃料税の新設 も考慮の対象 と

な りうる.

二番目に,15年 という発電用施設の耐用年

数 に合 わせた税収期間 と60年 の運転期問 と

の固定資産税のズレの調整も喫緊の課題であ

る.現 行の地方交付税の縮減傾向から見れば,

恒久的な地域振興のための自主財源(主 に固

定資産税収)の 確保は,電 源(原 発)立 地の

促進にも大いに寄与できるのではなかろうか.

三番目に,事 業効果の低い交付金の統廃合

を行う一方,電 源三法交付金の対象事業計画

の作成に当たって,使 途 ・規模 などに対する

国 ・県の権限を減 らし,市 町村の権限を強め

るべきである.電 源三法交付金の統合補助金

化で自治体の裁量権が若干高まり,事 業の主

体 的な実施がで きるようになったとはいえ,

事業計画に対する県の監督 ・規制は変わって

いない現状である.
一方

,伊 方町の現状から見れば,25地 区別

の短期間かつ小規模事業が多かったが,今 後

は5～10年 の長期計画で地域振興策を模索

するべきであろう.ま ず,地 元住民に直接的

な効果の及ぶ分野の強化,と りわけ少子 ・高

齢化 に備えて医療 ・介護等の福祉施設の更な

る充実が求められる.地 元の医師の高齢化お

よび専門医の不足のため,車 の運転できない

老人がバスで保 内町へ まで通院せざるを得

ず,ま た特別養護老人ホームの不足で多くの

老人が待機 している現状である.な お,伊 方

町の大部分は傾斜が激 しく道が狭いので,ヘ

ルパーが非介護者を背負って運ばなければな

らないなど,寝 たきり老人への介護および体

の不自由な老人の行動が極めて制限されてい

る.救 急車および消防車の乗 り入れも困難な

町内道の整備は欠かせない課題である.二 番

目に,若 年層の定住を誘導するため,若 年層

向けの町営アパー トの拡大 ・新設も考慮すべ

きである.

三番 目に,過 疎化の歯止めおよび地域産業

の需要確保のため,香 川県高松市所在 の四電

本社 の原子 力 本部(約80名)の 伊方 町への

移転が求め られる.愛 媛県 の移転要請 に対 し,

四電 は常務取締役1名 の常駐 と発電所長の取

締役への格 上げ,松 山支店長の取締役への格

上げ とい う回答 を行 ったのみである.伊 方町

の地域 経済 ・地 方財 政への貢献のみな らず,

ITと 交 通 の発 展 お よび原 子力 防災対 策 に鑑

みても,伊 方町へ の迅速 な移転 を拒 む理由は

なかろう.四 番 目に,原 発 の安全性 のさ らな

る強化お よび正確 な情報 の伝達 と広報が求め

られ る.最 近,伊 方原発 の四電社員 が減 りつ

つある傾 向 は望 ましい とは言 い難 い.ま た,

2004年 の プルサーマル導入 を巡 って,資 料 配

付 と一 回の説明会 はあったようであるが,地

域住民の認識度 は低かった.最 後 に,最 も解

決困 難 な問題 で あろ うが,愛 媛 県庁 ・伊 方

町 ・四電の関係者 は地域住民間の相互不信 の

解決 に努力 しなければな らない.原 発誘致 か

ら40年 が経 って も,住 民 間 の軋礫 は依 然 と

して強 く残 ってお り,さ らに町政の主導権 を

巡 る対立 も加 わ り,2005年 の町長選挙では金

銭 配布 で11名 の逮捕 者 も出 るなど,毎 回 の

選挙で不正 の噂が後 を絶たない町である.

(本稿は2002年 度松 山大学特別研究助成金

による成果の一部である)

注

1)2000年 頃 実 施 予 定 で あ っ た関 電 ・東 電 は,

1999年 のMOX燃 料 のデ ー タ捏 造 事 件 や 原 発 故

障 の デ ー タ 隠 蔽 事 件 な どの ため,プ ル サ ーマ ル

一64一



伊 方町 にお け る原発 立地 と地域経 済 ・地 方財政

実施に対する地元による事前の了解が取 り消さ

れた.

2)こ う した分 野 の 代 表 的 な研 究 業 績 と して,清

水 修 二 「原子 力 開 発 と財 政 の展 開1・H」 『商 学

論集 』第59巻 第4号 と6号,1991年3月 と7月,

遠藤 宏 一 「電 源 三 法 と地 域 経 済」『日本 の科 学者 』

第21巻 第4号,1986年4月,山 本恭 逸 ・神 田啓

治 「電源 三 法 交付 金 と地 域 振 興」『公益 事 業研 究 』

第54巻,2002年 な どを参 照 され たい.た だ し,

各 々 の原 発 立 地 の効 果 に対 す る評 価 は異 な り,

前 者2人 は否 定 的 に,後 者 は肯 定 的 に評 価 を

行 って い る.

3)本 稿 で は,2003年 まで の伊 方 町 を研 究 対 象 と

す る,

4)延 長87.3kmの 幹 線 導 水 路 を建 設 し,1992年

か らは肱 川 の野 村 ダム の取 水 を用 いて い る。

5)四 電 電力50年 史 編 纂 事 務 局 『四電 電力50年 の

あ ゆみ 』 四 国 電 力 株 式 会 社,2001年,89ペ ー

ジ.

6)渡 部 行 「広 が る エ ネ ル ギ ー と共 生 」 『エ ネ ル

ギ ー』 第30巻 第6号,1997年6月,110ペ ー ジ.

7)八 西(は っせ い)地 域 と は,合 併 前 の伊 方

町 ・瀬 戸 町 ・三 崎 町 ・三 瓶 町 ・保 内 町 ・八 幡 浜

市 を含 む.

8)伊 方 原 発 行 政訴 訟 弁 護 団 原子 力 技 術 研 究 会 編

『原 子 力 と安 全 性 論 争 』技 術 と人 聞,1988年 。

ち なみ に,1992年10月,最 高 裁判 所 で 原告 敗 訴

が確 定 した,

9)一 連 の 事 故 ・事 件 の 詳 しい 内 容 は,斉 問 満

『原 発 の来 た町 一 伊 方 原 発 の30年 』南 海 日 日新

聞社,2002年,を 参 照 され たい.

10)第3号 機 の建 設 用 地 と して,高 知 県 窪 川 町 で

の謂 査 を行 う予 定 で あ っ たが,ス リー マ イル 島

原発 事 故(1979年)と チ ェル ノブ イ リ原 発事 故

(1986年)の 影 響 で激 化 した反 対 運 動 お よ び電

力 需 要 の減 少 の た め,計 画 が取 り消 され た(四

電電 力50年 史 編 纂事 務 局,前 掲 書,97ペ ー ジ).

その 他 の 候 補 地 と して,愛 媛 県 瀬戸 町 と徳 島県

阿南 市浦 生 田が あ った.

11)松 岡 芳 生 「一 気 に広 が った 反 原 発 の うね り」

『月 刊 社 会 党 』 第387巻,1988年4月,157～

158ペ ー ン.

ユ2)不 用 額 を生 み 出 す 制 度 の 問 題 に つい て は,清

水 修 二,前 掲 論 文(1991年7月),155ペ ー ジ を,

参 考 され たい.

13)筆 者 の行 った2002年1回(2日 間),2005年

2回(5日 間 と2日 間)の 調 査 を指 す.

14)第1号 機 の稼 働 率 を100%と 仮 定 す れ ば,

56.6万x24時 間 ×14円(2004年 の 単 価)の 計

算 とな る(四 電 の 内部 資 料).

!5)宿 泊 業 は食 堂 を兼 ね て い る.一 方,サ ー ビス

業 に電力 業 は含 まれ て い な い.

16)ホ テルの方が若干高いのは,下 請けの従業員

より高賃金の大手企業および専門技術者が定期

検査期間以外でもよく泊まるからである.

17)一 方,伊 方 町 で店 を経 営 して も,居 住 地 が保

内 町 で あ る人 も少 な くない.

18)伊 方 原 発 の増 設 を 主張 す る意 見 もあ る(渡 部

行 「広が るエ ネ ル ギー と共 生」 『エ ネ ル ギー 』 第

30巻 第6号,1997年6月,113ペ ー ジ).

19)()内 の数 値 は,総 入 口 に 占め る割 合 で あ る

(伊方 町 『伊 方 町 統 計 資 料 』2003年,15ペ ー ジ

と伊 方町 の 内部 資 料)。

20)四 電 の 内部 資料 で は,15回 目(2001年:119日

間 で約40億 円),3号 機 の5回 目(2001年:60

日間で 約50億 円)な どの よう に,期 間 と金 額 と

の 整合 性 に納 得 で きな い とこ ろが あ る 。

2!)愛 媛 県 『愛 媛 統 計 年鑑 』各 年 版.た だ し,伊

方 町 か ら の 人 口 流 入 が あ っ た 旧 保 内 町 は,

12,710名 か ら10,921名 と,伊 方 町 よ り減 少 率 が

低 い 。

22)1974年 ～ ユ999年 ま での デ ・-r一タは,電 源 地域 振

興 セ ンタ ー 「平 成13年 度 電 源 三法 交 付 金 制 度 に

よ る地域 振 興 策 等 の よ り効 果 的 な推 進 のた め の

施 策 改 善(報 告 書)』151～154ペ ー ジ,を 参 照

され た い。

23)2003年 の 決 算 に よれ ば,電 源 立 地 勘 定 は交 付

金16,委 託 費25,補 助 金4,補 給 金1,拠 出金

2,運 営 費1か ら な っ て い る(財 務 省 主 計 局

『決 算 の 説 明(平 成15年 度)』 国立 印刷 局,2004

年,451～453ペ ー ジ).

24)改 正 前 の 電 源 三 法 制 度 につ い て は,拙 稿 「日

韓 の発 電所 周 辺 地 域 支 援 制 度(電 源 三 法)の 比

較研 究 」 『財 政 学研 究 』 第23号,1998年10月,

61～66ペ ー ジ,を 参 照 され た い.

25)1,000kWh当 た りの電 源 開 発 税 は,1974年 の

85円 か ら,電 源 立 地 勘 定 と電 源 多 様 化 勘 定 に 区

分 され た1980年 か らの300円(85円+215円),
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1983年 か らの445円(160円+285円),1987年

か らの445円(190円+255円)へ と引 き上 げ ら

れ て きたが(電 源 多 様 化勘 定 は 引 き下 げ であ る),

2003年10月 以 降 か ら425円(190円+235円),

2005年4月 以 降 の400円(190円+210円),

2007年4月 以 降 の375円 へ と段 階 的 に引 き下 が

る.

26)2003年 度 決 算 の場 合,電 源 開発 促 進 税 収 は電

源 立 地 勘 定1,600億 円,電 源 利 用 勘 定2,063億 円

で あ るが,前 年 度 剰 余 金 受 入 額 の前 者1,902億

円,後 者1,140億 円 に僅 か な雑 収 入 を加 算 す れ

ば,歳 入 額 で前 者 が3,509億 円,後 者3,311億 円

へ と逆 転 す る(財 務 省 主 計 局 『決 算 の説 明(平

成15年 度)』2004年,449～468ペ ージ).な お,

電 源 利 用 勘 定 の場 合,従 来 の発 電 用 の石 油 対 策

エ ネ ル ギ ー対 策(太 陽 光 ・バ イオ マ ス ・風 力)

の 予 算 が,2007年 ま で に段 階 的 に石 油 及 びエ ネ

ル ギ ー受 給構 造 高 度化 対 策特 別 会 計へ 移管 され,

そ の分 も減 って い る.

27)不 用 額 の 増 加 は止 ま らず,2004年 予 算 で は

530億 円 に も達 して い る

28)電 源開発促進対策特別会計法第7条 により,

なお残余があるときは,同 勘定の翌年度の歳入

に繰り入れる.

29)全 国原子力発電所所在市町村協議会 『原子力

発電所所在市町村の安全確保 と地域振興に関す

る要望書』2001年,4～5ペ ージ.

30)経 済産業省資源エネルギー庁 『電源立地制度

の概要(各 年版)』電源地域振興センター.

31)清 水修二 「電源開発促進対策特別会計の展開

と矛 盾」(第59回 日本 財 政 学 会 報告 要 旨).

32)伊 方 町 町 長 公 室 『伊 方物 語 』2002年,18ペ ー

ジ.

33)原 子 力 発 電 施 設 周 辺 地 域 交 付 金12億7,032万

円が含まれているものの,伊 方町の歳入には計

上されていない.ま た,狭 義の電源三法交付金

の電源立地促進対策交付金のみが,電 源三法交

付金 として掲載 されている.そ の他の各種の交

付金と補助金は,国 庫支出金および県支出金に

含まれている(愛 媛県庁の内部資料),

34)伊 方 町 『生 きが い と魅 力 あ る町づ く り』1996

年,9～20ペ ー ジ.

35)小 田清 「原 発 立 地 と地 域 経 済へ の影響 につ い

て」 『北 海 道 経 済 』 第273号,1988年9月,6

ペ ー ジ.

36)経 済 産 業 省 資 源 エ ネル ギ ー庁 『電 源 立 地 制 度

の概 要 』 電 源 地 域 振 興 セ ン ター,2004年,4

ペ ー ジ.

37)耐 用 年 数 を過 ぎて も稼 働 してい る場 合,5%

が 課 され る.

38)伊 方 町 町長 公 室,前 掲 書,18～19ペ ー ジ。

39)伊 方 町 の 内部 資 料.

40)こ の税 を導 入 して い る1道11県 の うち,愛 媛

県 は所 在 市 町村 へ の 未 配分 の5県 に属 してい る.

ちな み に,2004年 度 の税 収 は8.2億 円 に達 して

い る.
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